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１．放課後児童クラブについて 

 各務原市放課後児童クラブ（以下、児童クラブ）は、就労、就学等の理由により、保護者

が昼間家庭にいない市内の小学校に就学している児童に対し、放課後及び春休み・夏休み・

秋休み・冬休み（以下、長期学校休業期間）に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全

な育成を図ることを目的としています。 

 

（１）利用できる児童の要件 

市内の小学校に就学している１～６年生の児童。 

同居している保護者等※が、以下の理由で、児童を保育できない状態にある家庭。 

※親権を行う者、祖父母、未成年後見人その他これらに準ずる者で、児童を現に監護し、世帯を同

じくしている者のこと（世帯分離していても、現に同一又は隣接する敷地内に居住している者を

含む）。 

①以下の要件を満たす就労をしている（通勤時間は含みません）。 

利用要件 
保護者の就労要件 

就労時間 終業時刻 

（ア）通年（放課後） 

の利用要件 
月６４時間以上 

１年生～３年生 午後 3 時以降 

４年生～６年生 午後４時以降 

（イ）長期学校休業 

期間のみの 

利用要件 

月６４時間以上 
１年生～４年生 午後０時以降 

５年生～６年生 午後４時以降 

※新１年生について、帰宅時間が早い４月のみ、（イ）の要件を満たしていれば、（ア）

の終業時刻を満たしていなくても、特例で通年利用を受け付けています。希望され

る方は、教育委員会事務局総務課（以下、教育総務課）にご相談ください。 

②高等学校、大学等への就学又は就労を目的とした技能訓練のための就学をしている。

③疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有している。 

④疾病又は障がいを有する親族を介護し、又は看護している。 

＜下記事項に該当する方はご利用できません＞ 

・同居している祖父母（利用開始時点で６５歳以上の祖父母は除く）が、就労、就学、

疾病等の理由がなく、児童を保育できる場合（敷地内別居を含む）。 

・児童クラブの運営上で支障がある※又は身体虚弱等のため、保育に堪えないと児童ク

ラブが判断し、教育委員会が認めた場合。 

※児童クラブでは集団活動をするうえでルールがあります。集団活動ができないお子

様に支援員がかかりきりになり、他のお子様を安全に見守ることができなくなる場

合、児童クラブが集団活動に適さないと判断し、教育委員会が認めたときは、児童

クラブの利用を中止していただきます。 

 

（２）利用期間 

令和６年４月１日～令和７年３月３１日（新１年生も４月１日から利用できます。）  
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（３）休業日 

・日曜日 

・祝日（国民の祝日に関する法律に規定する日） 

・１２月２９日～１月３日 

・市長が特に必要と認めた日（気象警報発令時及び感染症の流行による学校閉鎖時等） 

 

（４）利用時間 

開所日 利用時間 

通年利用（月曜日～金曜日の学校登校日） 放課後（授業終了後）～午後５時 

土曜日、振替休業日及び長期学校休業期間 午前７時３０分～午後５時 

延長利用 午後５時～午後７時 

＜注意事項＞ 

・土曜日、振替休業日・長期学校休業期間中は保護者の送迎が必要です。また、昼食につ

いては各自弁当のご用意をお願いします。 

必ず午後７時までに保護者等が迎えに来てください。 

 

（５）土曜日の利用 

①利用できる児童の要件 

通年又は夏休みの利用者。土曜日のみの利用はできません。 

・同居している保護者等が、土曜日に、就労、就学、疾病等の理由で、児童を保育できな

い状態にある家庭。 

※同居している保護者等が就労している場合、就労要件（「（１）利用できる児童の要件

①」参照）を満たした上で、保護者等全員の就労証明書にて土曜日の就労を確認でき

ることが利用要件となります。 

土曜日が祝日の場合や、１２月２９日～１月３日にある土曜日は、休業日のため実施し

ません。 

※利用方法別の土曜日利用の可否 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②利用料 

通常の利用料に 2,000 円を加えた金額となります。詳細は「３．放課後児童クラブ利

用料について（１）利用料の金額について」をご確認ください。  

利用区分 土曜の利用の可否 

通年利用（長期学校休業期間も利用） ○ 

通年利用（長期学校休業期間は利用しない） 
△（長期学校休業期間以外の土曜日

に限る） 

長期学校休業期間のみ（７月夏休み利用） △（夏休み中の土曜日に限る） 

長期学校休業期間のみ（８月夏休み利用） △（夏休み中の土曜日に限る） 

長期学校休業期間のみ（春・秋・冬休み利用） × 
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（６）放課後児童クラブ一覧 

地区 通学する小学校 

児童クラブ 

（平日・長期学校休業 

期間） 

児童クラブ 

（土曜日） 

那加・蘇原地区 

那加第一小学校 那加第一小学校 

那加第三小学校 

（那加中央保育所内） 

那加第二小学校 那加第二小学校 

那加第三小学校 
那加第三小学校 

（那加中央保育所内） 

尾崎小学校 尾崎小学校 

蘇原第一小学校 

蘇原第一小学校 

蘇原コミュニティ 

センター 

蘇原第二小学校 蘇原第二小学校 

鵜沼地区 

鵜沼第一小学校 鵜沼第一小学校 

鵜沼第二小学校 

鵜沼第二小学校 鵜沼第二小学校 

鵜沼第三小学校 鵜沼第三小学校 

緑苑小学校 緑苑小学校 

八木山小学校 八木山小学校 

陵南小学校 陵南小学校 

各務小学校 各務小学校 

中央小学校 中央小学校 

稲羽・川島地区 

稲羽西小学校 稲羽西小学校 

川島小学校 

稲羽東小学校 稲羽東小学校 

川島小学校 

川島小学校 

かわしま育ちの庭 

川島東こども園 

＜注意事項＞ 

・お子様が通学する小学校での利用となります。 

・土曜日は地区ごとに実施する児童クラブが決まっています。お子様が通学する小学校が

どの地区に該当するか、ご確認ください。 

・蘇原第一小学校は蘇原コミュニティセンター内と校内の２つに分けて実施します。場所

の選択はできません。 

・川島小学校については、川島小学校内、かわしま育ちの庭、川島東こども園の３か所に

分けて実施します。場所の選択はできますが、希望に沿えない場合があります。 
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（７）土曜日に実施する放課後児童クラブ 

○那加第三小学校放課後児童クラブ（那加中央保育所内） 

住所：各務原市那加東亜町 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○鵜沼第二小学校放課後児童クラブ 

  住所：各務原市鵜沼各務原町 2 丁目 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○川島小学校放課後児童クラブ 

住所：各務原市川島河田町 1041 番地 

 

 

  

市民公園 

那加第三小学校 

那加中央保育所 

各務原西高校 

鵜沼第二 

小学校 

アピタ 

各務ヶ原駅 

各務原大橋 

川島小学校 

川島大橋 
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（８）利用変更（退室）の手続き 

・変更又は利用を中止（退室）する場合は、変更（退室）を希望する前月の２５日（２

５日が休日の場合は直前の平日）までに「放課後児童健全育成事業利用変更等申請

書」を必ず教育総務課又は児童クラブに提出してください。 

・電話、口頭での受付はできません。 

・夏休みに係る変更は令和６年６月１４日（金）までに提出してください。 

 

（９）送迎について 

・保護者（中学生・高校生の送迎は不可）が児童クラブまで送迎してください。 

・兄弟姉妹で下校する場合は各学校の最終下校時間で帰宅となります。その時間以降は、

必ず保護者の迎えが必要となります。 

 

（１０）保険について 

児童クラブを通じて傷害保険に事前に加入していただきます（１人当たり年間８００円

ほど、金額は変更となる場合があります）。 

・年度ごとの更新となります。 

・申請後、利用を取り下げた場合でも保険料をお支払いいただきます。 

保険料は、利用許可通知書発送後、利用説明会又は事前打ち合わせ時に支援員へお支払

いいただきます。 

 

（１１）スマート連絡帳の利用について 

学校登校日における児童クラブの欠席連絡は、スマート連絡帳にて行ってください。 

・１年生のスマート連絡帳を利用した欠席連絡は５月１日から開始予定です。 

・土曜日、振替休業日及び長期学校休業期間の欠席連絡は、スマート連絡帳ではなく、利

用する児童クラブに電話又はメールでご連絡ください。 

・臨時の休業等の連絡は、スマート連絡帳にて発信します。 

 

（１２）利用に関する注意事項 

・児童クラブでのお子様の状況を見て、保護者面談が必要と判断することがあります。 

・学校登校日の放課後について、登校前までにお子様と児童クラブの出欠を確認してくだ

さい。 

・異学年の児童と同じ教室で過ごすため、各々役割をもって過ごしていただくことがあり

ます。 

・宿題完了の見届け、学習の指導等は行いません。 

・生活指導等、支援員から注意をすることがあります。その際はご家庭でもお子様のご指

導をお願いします。 

・急病等緊急時にはお子様の迎えをお願いします。 

・アレルギーの対応は、学校へ提出した「学校生活管理指導表」に基づいて行います。対

応を希望される保護者は、必ず学校に「学校生活管理指導表」を提出してください。 

対応方法は、アレルギー原因食物の完全除去となります。 
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２．利用申請について 

 令和６年度中（令和６年４月１日以降）に利用する場合、令和５年１２月１日（金）～ 

３１日（日）までに申請してください。 

 

（１）利用申請の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・令和５年１１月中旬より新年度利用案内及び申請書類の配布。 

・教育総務課及び児童クラブで配布します。また、市ウェブサイ

トからもダウンロードできます。 

 

 

・申請期間 令和５年１２月１日（金）～１２月３１日（日） 

・提出方法 原則、電子申請を用いてください。 

紙媒体での申請窓口は教育総務課（産業文化センター７階） 

（平日午前８時３０分～午後５時１５分） 

※窓口での申請締切は１２月２８日（木） 

※申請期間中に申請していただけないと、利用希望日からの利

用できない場合があります。 

※書類等に不備があった場合、「放課後児童健全育成事業利用

許可通知書」の発送以前に教育総務課より連絡します。不備

の対応によっては、利用開始日が遅くなる場合があります。 

 

・令和６年２月中旬に「放課後児童健全育成事業利用許可通知

書」と関係書類を発送します。 

・「口座振替依頼書」を金融機関に提出し、利用料の振替先口座

を登録してください。 

登録月の２か月後から口座振替での支払いとなります。 

 

・令和６年３月中旬に開催する利用説明会又は事前打ち合わせ

に参加してください。その際、傷害保険料をお支払いいただき

ます。 

 

 

 

準備 

利用申請 

利用決定 

利用手続き 

利用開始 
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（２）申請に必要な書類 

①放課後児童健全育成事業利用申請書（必須） 

※兄弟姉妹全員が利用する場合であっても、利用するお子様１名ずつ申請が必要です。 

②就労証明書等利用要件を満たしていることがわかる書類 

 ※詳細は「〇必要書類」をご確認ください。 

③放課後児童健全育成事業利用料減免申請書（減免申請される方のみ） 

※詳細は「３．放課後児童クラブ利用料について（３）減免制度」をご確認ください。 

④学校生活管理指導表（学校へ提出：アレルギー対応を希望する方のみ） 

※詳細は「１．放課後児童クラブについて（１２）利用に関する注意事項」をご確認く

ださい。 

 

○必要書類 

 ※利用開始時点で６５歳以上の祖父母等に関する書類は不要です。 

保護者等の居所 保育できない理由 提出書類・添付が必要なもの 

児童と同居 

就

労 

被雇用者 ・就労証明書（市指定様式） 

自営会社経営者 

・就労証明書（市指定様式、自書） 

・開業届又はウェブサイト等営業の事実が確認

できる書類の写し 

就学 

・利用理由申立書 

・学生証又は合格通知の写し 

・時間割等の就学時間がわかる書類の写し 

病気療養 

・利用理由申立書 

・「児童の保育ができない状態であること」及び

「療養期間」が記載された診断書の写し 

介護、看護 

・利用理由申立書 

・「看護・介護が必要な状態であること」及び「療

養期間」が記載された証明書（診断書又は各種

手帳もしくは介護保険証の氏名及び等級が記

載されているページの写し） 

同居以外 

単身赴任 ・就労証明書（市指定様式） 

入院・施設入所 

・利用理由申立書 

・「入院又は入所の期間」が記載された診断書等

の写し 

その他不在 
・利用理由申立書 

・不在であることが証明される書類 

同一校区内居住の 

祖父母（６５歳未満） 
・利用理由申立書 
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（３）電子申請について 

・パソコン又はスマートフォンを用いて申請することができます。表紙又は右

にある二次元コードから申請フォームにアクセスしてください。 

・就労証明書等の画像が不鮮明な場合、再提出をお願いすることがあります。 

・電子申請の場合、利用理由申立書の提出は不要です。申請フォームの該当す

る項目に理由を記入してください。 

・申請先 URL：https://logoform.jp/form/en3w/310717 

 

（４）申請に関する注意事項 

・申請にあたっては、お子様とよく話し合い、利用の意思を確認してください。 

・提出書類を審査した上で利用の可否を決定します。提出書類に不備・偽りがあると認め

られる場合は、利用の許可を取り消す場合があります。 

・住所や就労状況など申請内容に変更があった場合、速やかに教育総務課まで連絡してく

ださい。 

  

https://logoform.jp/form/en3w/310717
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３．放課後児童クラブ利用料について 

（１）利用料の金額について 

通年の利用（月額） 延長利用 

利用期間 
土曜日利用

の可否 
午後５時まで 午後６時まで 午後７時まで 

７、８月以外 ○ 4,000 円 6,000 円 7,000 円 

７月 ○ 6,000 円 8,000 円 9,000 円 

７月 （夏休み以外利用） ○ 4,000 円 6,000 円 7,000 円 

８月 ○ 8,000 円 10,000 円 11,000 円 

８月夏休み以外と９月 ○ 4,000 円 6,000 円 7,000 円 

土曜日利用者の利用料は上記の金額に 2,000 円を加えた金額になります。 

 

長期学校休業期間のみの利用（冬休みを除き月額） 延長利用 

利用期間 
土曜日利用

の可否 
午後５時まで 午後６時まで 午後７時まで 

春休みのみ ４月 × 2,000 円 4,000 円 5,000 円 

夏休みのみ ７月 ○ 4,000 円 6,000 円 7,000 円 

夏休みのみ ８月 ○ 7,200 円 9,200 円 10,200 円 

秋休みのみ 10 月 × 800 円 800 円 800 円 

冬休みのみ  

１２月～翌年１月 
× 2,000 円 4,000 円 5,000 円 

翌年春休みのみ 

翌年３月 
× 2,000 円 4,000 円 5,000 円 

・土曜日利用者の利用料は上記の金額に 2,000 円を加えた金額になります。 

・長期学校休業期間のみ利用者は、春休み、秋休み、冬休み期間について、土曜日の

利用ができません。 

・７月及び８月の夏休みのみ利用する場合、夏休み期間中の土曜日の利用ができま

す。 

 

  



- 10 - 

 

（２）利用料の支払いについて 

①支払いの方法 

・納付書又は口座振替での支払いとなりますが、口座振替での支払いにご協力ください。

納付書は指定金融機関にて支払いとなります。 

・利用料が納付して期限までに完納されないときは、滞納処分又は強制執行等を行うこと

があります。 

 

②口座振替 

・口座振替の支払いにするために、「口座振替依頼書」を金融機関に提出する必要があり

ます。取り扱い可能な金融機関は口座振替依頼書をご確認ください。 

・提出月の２か月後から口座振替での支払いとなります。 

（例）３月中に金融機関に口座振替依頼書を提出 

⇒５月分の利用料から口座振替が開始。４月に利用する場合は納付書での支払い。 

・口座振替日は月末となります。月末が土日又は祝日の場合、翌営業日が振替日となり

ます。 

（例）６月３０日が日曜日⇒７月１日が振替日となります。 

 

③その他注意事項 

・利用料の日割り計算は行いません。 

許可後については、実際に利用がない場合でも利用料をお支払いいただきます。 

 利用予定がない場合は必ず変更申請をしてください。 

変更可能期日（前月２５日まで）を過ぎた後は、利用料金確定となります。返金・変更

は行いません。 

・気象警報発令時及び感染症の流行等により、児童クラブが休業となる場合、その期間分

の利用料の返金はいたしません。 

 

（３）減免制度 

下記の対象者については、申請により利用料が減免されます。希望される方は通常の申請

に加え、「放課後児童健全育成事業利用料減免申請書」を教育総務課に提出してください。 

対象者 減免 

生活保護世帯を受けている世帯 全額免除 

各務原市準保護世帯福祉医療費助成を受けている世帯 全額免除 

ひとり親家庭かつ令和５年度市民税が非課税の世帯 １／２減額 

＜注意事項＞ 

・申請後審査を行います。減免が決定されたら、申請のあった翌月より減免となります。 

・年度ごとに審査するため、毎年申請が必要です。 

・前年度市外に居住されていた方は、転入前の市区町村の非課税証明書の提出が必要です。 

・対象に該当するかどうかわからない場合は、教育総務課までお問い合わせください。  
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４．Ｑ＆Ａ 

（１）申請について 

Ｑ．申請用紙はどこでもらえる？ 

Ａ．教育総務課及び児童クラブで配布しているほか、各務原市のウェブサイトからもダウ

ンロードできます。「各務原市 放課後児童クラブ」で検索してください。 

また、電子申請でも受付をしております。 

 

Ｑ．同一又は隣接する敷地内に居住している者は保護者等に含まれるということだが、隣

接していても住所が違う場合は含まれるか？ 

Ａ．住所が違う場合、保護者等には含まれません。 

 

Ｑ．父親が単身赴任中だが、就労証明書は必要？ 

Ａ．必要です。 

 

Ｑ．複数の仕事を掛け持ちしている場合、すべての就労先の就労証明書は必要か？ 

Ａ．すべての就労先の就労証明書が必要です。 

  

Ｑ．３月末で退職し、新年度に別の会社へ転職する場合、就労証明書はどうしたらいいか？ 

Ａ．申請締切までに新しい就労先の就労証明書が用意できない場合は、現在の就労先の就

労証明書を提出してください。その後、新しい就労先の就労証明書を、新年度が始まる

までに提出してください。 

 

Ｑ．同居していた祖父母が住所変更せずに施設等に入居し、現在同居していない場合、何

も書類はいらない？ 

Ａ．祖父母の方が６５歳未満の場合、「利用理由申立書」と施設等に入居していることが

わかる書類が必要です。 

 

Ｑ．４月１日以降に他市から転居し、利用したいが、申請時点で住所が決まっていなくて

も申請できる？ 

Ａ．通う予定の学校が決まっていれば、申請できます。現住所で申請してください。ただ

し、市役所にて転入手続きが完了した後、教育総務課までお立ち寄りいただき、新しい

住所をお知らせください。 

 

Ｑ．保育所等を卒園後から小学校入学までの間、利用はできるのか？ 

Ａ．児童クラブでは、新１年生も４月１日の春休みからご利用いただけます。なお、卒園

後３月末までは利用できませんので、通園中の保育所等にご相談ください。 

 

Ｑ．郵送やＦＡＸでの申請はできますか？ 

Ａ．原則できません。やむを得ない事情がある場合は、一度ご相談ください。 
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Ｑ．メールでの申請はできますか？ 

Ａ．できません。電子申請専用フォームをご利用ください。 

 

Ｑ．市内に居住しているものの、市外の学校に通っている場合、申請できる？ 

Ａ．申請できません。通学している小学校の児童クラブでの申請となります。 

 

Ｑ．利用許可通知書が届いたのち、利用開始日前に利用の取り下げはできる？ 

Ａ．できます。利用料の支払いは不要ですが保険料を支払いいただくことがあります。 

また、取り下げする際は、「放課後児童健全育成事業利用変更等申請書」を利用開始

日の前月２５日までに、必ず教育総務課又は児童クラブに提出してください。 

電話、口頭での受付はできません。 

 

Ｑ．求職中は申請できる？ 

Ａ．申請できません。ただし、利用開始希望日までに就労が決まっている場合、申請でき

ます。その際、就労証明書にていつからの就労か確認させていただきます。 

 

Ｑ．就労要件等が満たないため、通年利用の申請ができない。入学後は子どもの帰宅が保

護者の帰宅より早くなってしまうのでどうしたらいいか？ 

Ａ．新１年生について、帰宅時間が早い４月のみ、長期学校休業期間のみの利用要件を満

たしていれば、通年（放課後）の利用要件のうち、就労要件の終業時刻を満たしていな

くても、特例で通年利用を受け付けています。希望される方は、教育総務課にご相談く

ださい。 

 

Ｑ．就労証明書で確認できない不規則の残業がある場合は、申請が可能か？ 

Ａ．就労証明書の「１４.備考欄」にて具体的な残業時間を記入いただき、その時間を含め

就労要件を満たしていれば、申請することができます。 

 

Ｑ．仕事が夜勤で退勤時間が就労要件を満たしていない場合、利用申請はできるか？ 

Ａ．夜勤の休息等のため、昼間の保育が難しい場合、申請いただけます。 

 

Ｑ．産休中や育休中は申請できる？ 

Ａ．申請できません。また、利用中に産休や育休に入った場合、退室していただきます。 

ただし、妊娠や出産に伴う入院等病気療養をしている場合、「利用理由申立書」と「児

童の保育ができない状態であること」及び「療養期間」が記載された診断書の写しを提

出することで、申請及び利用の継続ができます。 

 

Ｑ．職業訓練校や看護学校に通学する際は申請できる？ 

Ａ．「就学」に該当するため、申請できます。「利用理由申立書」、学生証又は合格通知の

写し及び時間割等の就学時間がわかる書類の写しを提出してください。 
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（２）利用料について 

Ｑ．退室や休室の手続きをしていなかったが利用はしてないので、利用料はかからない？ 

Ａ．退室や休室といった変更は「放課後児童健全育成事業利用変更等申請書」を教育総務

課又は児童クラブに提出して手続きが完了します。提出がなかった場合、たとえ利用が

なくても利用料が発生します。 

 

Ｑ．口座振替にしたいがどうしたらよいか？ 

Ａ．指定の金融機関にて「口座振替依頼書」を提出してください。金融機関に提出した月

の２か月後から口座振替での支払いとなります。 

 

（３）利用について 

Ｑ．保険の加入は必ずしないといけない？ 

Ａ．必ず加入しなければなりません。 

 

Ｑ．長期学校休業期間のみで申請したが、通年利用に変更したい。 

Ａ．前月の２５日までに「放課後児童健全育成事業利用変更等申請書」を教育総務課又は

児童クラブに提出してください。当初、長期学校休業期間のみで申請し、通年の利用要

件を満たしていない場合、利用要件を満たした就労証明書をあわせて提出していただく

必要があります。 

また、利用の変更は電話、口頭での受付はできません。前月の２５日までに書類を提

出してください。 

 

Ｑ．退室の手続きはどうすればよい？ 

Ａ．退室する前月の２５日（夏休みは６月１４日まで）までに「放課後児童健全育成事業

利用変更等申請書」を教育総務課又は児童クラブに提出してください。電話、口頭での

受付はできません。利用を休止する場合も同様に、前月の２５日までに書類を提出して

ください。 

 

Ｑ．市内の別の小学校に転校する際はどうすればよい？ 

Ａ．転校する前月の２５日（夏休みの変更は６月１４日まで）までに「放課後児童健全育

成事業利用変更等申請書」を教育総務課又は児童クラブに提出してください。電話、口

頭での受付はできません。 

 

Ｑ．午後７時までに迎えに行けない。 

Ａ．児童クラブは午後７時までの実施となります。お迎えは時間厳守でお願いします。午

後７時までに迎えに来られないことが何度も続くと、退室していただくことがあります。 

 

Ｑ．就労先や就労時間が変わった場合、新しい就労証明書は必要か？ 

Ａ．新しい就労証明書を教育総務課又は児童クラブに提出してください。なお、退職し新

しい就労先が決まっていない場合、児童クラブの利用はできません。 
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Ｑ．放課後等デイサービス（障がい児通所支援サービス）と併用はできるか？ 

Ａ．併用していただけます。放課後等デイサービスを利用する際は、当日朝までに学校の

担任の先生及び児童クラブまでその旨連絡してください。 

 

Ｑ．夏休み等長期学校休業期間で、午前中に習い事があるため、午後０時より前に迎えに

行きたい。 

Ａ．少なくとも午前中に就労しているという利用要件で承認しているため、そのようなご

利用はできません。 

  また、習い事のため、途中で抜けて戻ってくるといったこともできません。 

 

【問い合わせ先】 

各務原市教育委員会事務局総務課 

〒504-8555 各務原市那加桜町１丁目６９番地 

産業文化センター７階 

TEL：058-383-1117 

（平日午前８時３０分～午後５時１５分） 

市ウェブサイト 

https://www.city.kakamigahara.lg.jp/kodomo/

gakkou/1002280/1002286.html 

本書類の記載のある文書、画像及びイラストについて、

転載、引用、改変等を禁止します。 

https://www.city.kakamigahara.lg.jp/kodomo/gakkou/1002280/1002286.html
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/kodomo/gakkou/1002280/1002286.html

